
  【ファックス用】 

※お問い合わせいただくにあたり、まず FAQ をご確認ください。皆様から多く寄せられている質問と回答が表記してあり

ます。 

※お問い合わせいただいた内容については、個別の回答は致しません。内容を検討して、FAQ の形で、回答に替えさせ

ていただきます。 

※裁判所からの破産決定の通知をご希望の場合、お問合せシートに所定事項のほか、債権額とその内容を記載して送

信下さい。債権があるものと確認のとれる場合ついては、裁判所の方に取次ぎをいたします。 

破産者 弁護士法人丸の内国際法律事務所 破産管財人室 宛 
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